
所有者（申請者） 除却施工者（解体業者） 大野城市
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⇩ ※交付決定の場合

※事業内容に変更が生じた場合は変更申請書提出

⇩

　※補助申請を中止する場合は申請取下書提出

【老朽危険空き家等除却促進事業のながれ】

※補助申請が取り下げられ、すでに補助金を交

付していた場合は、補助金の返還を求めます。

・請負契約書の写し

・請求書又は領収書写し

・除却工事完了写真など

（老朽危険度判定）

（建築物調査申込書受付）
（事前相談申込）

制度の認識

建築物調査申込書提出 申込書受付

（建築物調査申込斡旋）

建築物現地調査実施

建築物調査結果受理 建築物調査結果通知

（補助対象外）→所有者で対応

（補助対象） →解体業者選定、見積依頼

補助金交付申請書提出 補助金交付申請書受理

広報・チラシ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載

申請内容審査・調査

補助金交付決定通知補助交付決定書受理

除却工事契約・着工

（着工前写真撮影）

（完了後写真撮影）

（請求書・領収書提出）

※契約・支払等は申請者で実施

除却工事見積

事業完了報告書提出 事業完了報告書受理

報告内容審査・調査

補助金額確定通知補助金額確定通知書受理

補助金交付請求書提出 補助金交付請求書受理

内容審査

補助金の受領 補助金の支出・振込

・実施計画

・除却工事見積

・位置図

・現況写真

・証明書類など

※同意書・代行届が必要な場合があります。

解体業者決定・発注

（助言・指導）

補助金不交付決定通知

補助事業着手届提出 補助事業着手届受理

⇩

※補助事業に不正や不適当な行為があった場

合は、交付決定を取り消すことがあります。
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⇩


